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附附則則  

 

ここでは、本条例の施行期日や経過措置などを定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第１項 

本条例は平成１９年（２００７年）４月１日から施行します。 

施行日以降に着工する建築物については、本条例の規定が適用されます。 

 

●第２項 

平成１９年（２００７年）３月３１日までに神奈川県建築基準条例の規定によりされた許可は、この条

例の相当規定によりされた許可とみなします。 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前に神奈川県建築基準条例（昭和３５年神奈川県条例第２８号）の規定によりされた許可は、こ

の条例の相当規定によりされた許可とみなす。 

３ 施行日前にした神奈川県建築基準条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。 

 （平塚市建築審査会条例の一部改正） 

４ 平塚市建築審査会条例（昭和５９年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２号中「神奈川県建築基準条例（昭和３５年神奈川県条例第２８号）」を「平塚市建築基準条

例（平成１８年条例第３３号）」に改める。 

（平塚市手数料条例の一部改正） 

５ 平塚市手数料条例（平成１２年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表３の項を次のように改める。 

 ３ 削除 

   附 則（平成１９年３月２７日条例第５号） 

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成１８年法律第

９２号)の施行の日(当該日がこの条例の公布の日前であるときは、公布の日)から施行する。 

附 則(平成２０年３月１９日条例第１２号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２０年９月２６日条例第２９号） 

 この条例は、平成２１年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

（１） 第６８条に１項を加える改正規定 公布の日 

（２） 第６７条第２項の改正規定 平成２０年１２月１日 

   附 則（平成２７年３月１９日条例第１８号） 

 この条例は、平成２７年６月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月１６日条例第１２号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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●第３項 

平成１９年（２００７年）３月３１日までに神奈川県建築基準条例の規定に違反している場合は、神奈

川県建築基準条例の罰則が適用されます。 

 

●第４項 

本条例の施行に併せて平塚市建築審査会条例の一部を改正しています。 

 

●第５項 

本条例の施行に併せて平塚市手数料条例の一部を改正しています。 


